
入札参加資格審査申請書の提出について（工事） 

 

会津若松市が発注する建設工事の契約にかかる入札・見積り合わせに参加を希望する方は、下記に

より申請書等を提出してください。 

資格審査の結果、「資格有り」と判断された方については、入札参加資格登録をいたします。登録

は、次のとおり、毎月１日（20日締め）及び 15日（５日締め）に行います。 

 

◆ 毎月６日から 20日までに提出された申請は、翌月１日登録 

◆ 毎月 21日から翌月５日までに提出された申請は、翌月 15日登録 

 

１．入札に参加することができない者 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者 

⑵ 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることが必要とされている場合 

においてこれを受けていない者 

⑶ 物品の買入れその他の契約に関して不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行を

し、若しくは履行をしないため競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合にお

いて当該通知の日から２年を経過していない者 

⑷ 物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合においてその

事実があった日から２年を経過していない者 

⑸ 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者 

⑹ 引き続き１年以上（決算日を基準日とする）その営業を営んでいない者 

⑺ 会津若松市に納税義務を負っている者で、入札参加資格審査の申請又は入札参加資格の有効期

間の延長手続の際に、その納付すべき市税を完納していない者 

 

２．入札に関する留意点 

⑴ 予定価格 130 万円を超える工事の制限付一般競争入札については、原則として「電子入札シス

テム」を利用した入札を実施します。電子入札に参加する際には、ＩＣカード（電子入札コア

システム対応）及びＩＣカードリーダーが必要です。 

⑵ ＩＣカードは、お申込から発行まで 1 ケ月程度必要な場合がありますので、余裕をもってご準

備ください。詳しくは、会津若松市ウェブサイト内「電子入札のページ」をご覧ください。 

 

３．提出書類と記載要領 

⑴ 入札参加資格審査申請書（建設工事） 

・登録工種の件数に制限はありません。ただし、建設業の許可を有し、直近の経営事項審査に

おける資格総合点数を有する工種のみ、登録が可能です。 

・委任先を設ける場合にあっては、委任先において建設業法上の営業所の登録を行い、営業所

専任技術者を配置している工種についてのみ、登録が可能です。 

⑵ 委任状 

・支店、営業所等に入札・契約等の権限等を委任する場合のみ提出してください。 

・代理人（受任者）印は使用印鑑届の使用印鑑を押印してください。 

⑶ 工事経歴書 

・市の様式、若しくは建設業法施工規則別記様式第２号で提出してください。 

・希望する工事種別ごとに、直前２年度分を作成してください。 

⑷ 技術者経歴書 

・市の様式で提出してください。市様式の内容が明記されていれば、任意の様式で提出されて

も結構です。 

・希望する工事種別ごとに作成してください。 



⑸ 直前決算の財務諸表 

・直前１年の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は利益(損失)処分

計算書） 

・個人事業主の場合は、確定申告の際の収支決算が記載されている書類（所得税青色申告決算

書または収支内訳書など） 

⑹ 経営事項審査の経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書（写し） 

・建設工事の入札参加資格登録には、国・県による経営事項審査を受けていること（資格総合

点数を有していること。）が要件となります。有効期限内のものを添付ください。 

・経審の申請中である等、通知書の写しを添付できない場合は、申請書を受付することができ

ません。通知書発行後に申請してください。 

⑺ 社会保険等加入状況に係る申告調書 

・経営事項審査の「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の社会保険等加入欄が「無」

又は「適用除外」の場合に提出してください。 

⑻ 許可証明書（写し可） 

・登録を希望する工種に係る許可証明書又は建設業許可に係る許可行政庁からの通知文（許可

の有効期限が明示された文書）を提出してください。 

・直近の営業所専任技術者証明書の写しも添付ください。 

⑼ 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

※中小企業退職金共済への加入を証する書面を含む（写し可） 

・建設業退職金共済事業加入・履行証明書を提出してください。 

・未加入者の場合は、未加入の理由書（様式は任意）を提出してください。自社の退職金制度

を有する場合等を除き、建退共又は中退共いずれかに加入していない場合には市入札参加資格

登録を認めておりません。 

⑽ 登記事項証明書（写し可） 

・法人の場合のみ提出してください。（申請日より３か月以内に発行されたもの） 

⑾ 身分証明書（写し可） 

・個人事業主の場合のみ提出してください。（申請日より３か月以内に発行されたもの） 

⑿ 営業証明書（写し可） 

・個人事業主の場合のみ提出してください。（申請日より３か月以内に発行されたもの） 

⒀ 納税証明書(入札用)（写し可） 

・直近２か年度内において会津若松市の市税が賦課されている事業者は、市税の納税証明書を

提出してください。（会津若松市役所財務部税務課にて発行） 

 ※ 未納がある場合は、登録できません。 

・【法人】（申請日より３か月以内に発行されたもので直近２か年度分） 

法人市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、特別徴収義務者にあっては徴収

した市民税 

・【個人】（申請日より３か月以内に発行されたもので直近２か年度分） 

市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、特別土地保有税 

⒁ 使用印鑑届 

⒂ 印鑑証明書（写し可） 

・法人の場合は、法務局で発行されます。 

・個人の場合は、住民登録をしている市町村役場で発行されます。 

・証明日３か月以内の証明書に限ります。 

・写しを提出する場合は、原寸大で鮮明であるものとしてください。 

⒃ 法令の遵守及び暴力団の排除に関する誓約書 

⒄ 役員等に係る暴力団に関する調査についての同意書 

⒅ 資本関係・人的関係調書 

・会社法上の親会社・子会社等の関係や取締役の兼任がある事業者同士については、同一入札



への参加を制限しています。該当がない場合についても調書を提出してください。 

⒆ 債権者登録（変更）申請書 

  ・委任がある場合は受任者の名称・住所を記入し、代表者・個人印の欄は使用印鑑を押印してく

ださい。 

  ・工事前払金の口座は、通常払とは異なる専用口座である必要があります。 

⒇ 建設業法に基づく技術者等（市内業者又は準市内業者のみ） 

(21)  専任技術者証明書（写し）（市内業者又は準市内業者のみ） 

 ・建設業の許可を受ける際に届出した内容を記載してください。 

 (22) 男女共同参画推進状況報告書 

・「男女共同参画推進状況報告書」については、入札参加資格審査申請の必要書類ではありませ

んが、「会津若松市男女共同参画推進条例」第６条第３項及び第 13条第２項に基づき提出をお

願いしている書類です。条例の主旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

 

４ 提出方法及び注意事項 

⑴ 提出方法 

・原則、郵送又は宅配便による提出としています。持参による提出も可能です。持参する場合

は、内容の説明をできる方が持参してください。 

・受付受理票の送付を希望される方は、返信用封筒を同封してください。（宛名記載・郵券貼

付のこと） 

⑵ 入札参加資格の有効期限 

・入札参加資格の有効期間は、申請時に提出された財務諸表の決算日から１年７か月後の日ま

でとなります。 

・有効期限は、毎年、定められた期限までに（決算日後７か月以内）、市が指定する書類を提

出していただくことにより、更新し、資格登録の有効期限を延長します。 

⑶ 申請書及び提出書類について 

・「２ 提出書類」に示す順に綴じ、Ａ４判の紙ファイル（表紙及び背表紙に件名「入札参加資

格申請書」及び事業者名を記入のこと）に綴って提出してください。 

⑷ その他 

・申請書受付後、申請事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出してください。 

・申請書の名称・代表者名については、必ずフリガナをふってください。 

 

５．受付期間 

  随時受付をしています。（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始を除きます。） 

 

６．受付時間 

午前９時～正午、午後１時～午後５時 

 

７．受付場所 

会津若松市役所 総務部 契約検査課（本庁舎６階） 

 

８．お問い合わせ・郵送先 

〒９６５－８６０１  

福島県会津若松市東栄町３番４６号 

会津若松市役所 総務部 契約検査課 入札契約グループ 

代表電話：０２４２－３９－１１１１（内線１６２６～１６２８） 

直通電話：０２４２－３９－１２１２、１２１７ 

課ＦＡＸ：０２４２－３９－１４１３、１２３４ 


